
　

障
害
基
礎
年
金
は
、
国
民
年
金

に
加
入
中
に
初
診
日
の
あ
る
病
気
・

け
が
で
一
級
ま
た
は
二
級
の
障
害
の

状
態
に
な
っ
た
と
き
に
支
給
さ
れ

ま
す
。
た
だ
し
、
六
〇
歳
以
上
六
五

歳
未
満
で
国
内
に
住
ん
で
い
る
間

に
初
診
日
が
あ
れ
ば
、
加
入
を
や

め
た
後
の
病
気
・
け
が
に
よ
る
も
の

で
も
受
け
ら
れ
ま
す
。

※�

二
級
は
、
一
級
よ
り
軽
い
程
度
の

障
害
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

障
害
の
程
度
は
病
名
に
よ
っ
て

決
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
別

に
定
め
ら
れ
た
「
障
害
等
級
表
」

に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
ま
す
。

保
険
料
納
付
要
件

　

障
害
基
礎
年
金
を
受
け
る
た
め

に
は
、
初
診
日
の
あ
る
月
の
前
々
月

ま
で
の
「
国
民
年
金
に
加
入
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
」
の
う
ち
、

三
分
の
二
以
上
の
期
間
が
、
①
保

険
料
を
納
め
た
期
間
ま
た
は
②
保

険
料
を
免
除
さ
れ
た
期
間
で
あ
る

と
い
う
「
保
険
料
の
納
付
要
件
（
三

分
の
二
要
件
）」
を
満
た
す
必
要
が

あ
り
ま
す
。

※�

前
記
①
の
「
保
険
料
を
納
め
た

期
間
」
に
は
、サ
ラ
リ
ー
マ
ン
（
第

二
号
被
保
険
者
）
お
よ
び
そ
の

被
扶
養
配
偶
者
（
第
三
号
被
保

険
者
）
の
期
間
も
ふ
く
ま
れ
ま
す
。

※�
前
記
②
の
「
保
険
料
を
免
除
さ

れ
た
期
間
」
は
、
全
額
免
除
の
ほ

か
、
四
分
の
一
免
除
、
半
額
免
除
、

四
分
の
三
免
除
、
若
年
者
納
付

猶
予
制
度
ま
た
は
学
生
納
付
特

例
の
い
ず
れ
か
の
期
間
と
さ
れ
ま

す
。

※�

四
分
の
一
の
免
除
、
半
額
免
除
ま

た
は
四
分
の
三
免
除
さ
れ
た
期

間
に
つ
い
て
、
残
り
の
保
険
料
納

を
納
め
な
か
っ
た
期
間
は
「
保
険

料
未
納
期
間
」
と
な
り
ま
す
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、前
記
の
「
三
分
の
二
要
件
」

「
特
例
要
件
」
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、

初
診
日
の
前
日
に
お
い
て
、
こ
れ
ら

の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
初
診
日
の
後
に
保
険

料
を
お
さ
め
た
と
し
て
も
、
資
格

要
件
を
満
た
す
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
く
れ
ぐ
れ
も
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

ねんきんだより　

国民年金には
障害への保障があります

住民税務課（住民チーム）
電話 0994-22-3039

住民生活課（民生チーム）
電話 0994-25-2511

鹿屋社会保険事務所
電話 0994-42-5121

裁
定
請
求
の
手
続
き

　

障
害
基
礎
年
金
を
受
け
る
た
め

に
は
、
裁
定
請
求
の
手
続
き
を
行

う
必
要
が
あ
り
、
そ
の
窓
口
は
市

区
町
村
役
場
と
な
っ
て
い
て
、
必
要

な
用
紙
も
あ
り
ま
す
。

　

用
紙
に
は
「
診
断
書
」
も
あ
り
、

そ
れ
に
つ
い
て
は
、
医
師
に
記
載
を

依
頼
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
障
害
年
金
を
支
給
す
る

か
否
か
の
審
査
は
、
社
会
保
険
事

務
所
で
行
な
わ
れ
ま
す
。

　

そ
の
他
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
市

区
町
村
、
社
会
保
険
事
務
所
ま
た

は
医
師
の
方
と
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※�

厚
生
年
金
に
加
入
中
に
初
診
日

の
あ
る
病
気
・
け
が
で
障
害
に

な
っ
た
と
き
に
は
、
障
害
基
礎
年

金
と
は
別
に
「
障
害
厚
生
年
金
」

が
支
給
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
場

合
の
請
求
先
は
、
現
在
ま
た
は

最
後
に
勤
め
て
い
た
事
業
所
を

管
轄
す
る
社
会
保
険
事
務
所
と

な
っ
て
い
ま
す
。

分 譲 区 画 ５区画

分 譲 面 積

№１　３７４．７０㎡（約１１３坪）
№２　４３５．０２㎡（約１３１坪）
№３　３９１．１９㎡（約１１８坪）
№４　３９３．９１㎡（約１１９坪）
№５　５９５．５１㎡（約１８０坪）

分 譲 価 格

№１　６，８００，０００円（約６０，０００円／坪）
№２　７，６３２，０００円（約５８，０００円／坪）
№３　６，８６３，０００円（約５８，０００円／坪）
№４　６，３１５，０００円（約５３，０００円／坪）
№５　９，７２７，０００円（約５４，０００円／坪）

申 込 条 件

⑴ 20歳以上 60歳以下の人
⑵契約日から２年以内に申込者本人が住む住宅を建築し、錦江町民となる個人
⑶�売買契約と同時に契約保証金として分譲価格の 10分の１を納入し、３ヶ月以内に分譲価格の残り全額を納入
できる個人
⑷営利目的の購入でないこと

分 譲 方 法 申込みは１人１区画とし、１区画に申込みが２人以上ある場合は抽選により決定します。
申 込 方 法 役場総務課に備え付けの申込書に記入、押印のうえ申し込んでください。（電話での申込みは受け付けません。）
添 付 書 類 １．申込者及び入居予定者全員の住民票謄本　　２．納税証明書
申 込 先 錦江町総務課財政管財チーム（本庁舎２階）　☎ 22−0511
申 込 期 限 平成 21年５月 11日（月）〜平成 21年７月 31日（金）　午後５時まで

※場所は、スーパードラッグコスモス大根占店となり

錦江町定住促進用地（旧営林署跡地）分譲のご案内

No.1
374.70㎡
（113坪）

No.2
435.02㎡
（131坪）

No.3
391.19㎡
（118坪）

No.4
393.91㎡
（119坪）

No.5
595.51㎡
（180坪）

N

スーパードラッグコスモス
大根占店さん

国
道
２
６
９
号
線

町　
道

公　園

締切せまる！

広報きんこう 2009.7  10


